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Abstract 

 In recent precedents of International Court of Justice (ICJ) and the practice of Security Coun-
cil (SC) of United Nation, they both act their jurisdiction over a same case. At some cases the po-
litical Jurisdiction of SC bars to legal proceedings of ICJ. There are not any rules about their 
separate function in internatio nal law, so it became an urgen problem of international law. 

 The problem emergenend at the precedents of ICJ in 1960s. At. "Certain Expenses Case" (1962) 
the problem was soft, because both ICJ and SC did not insistent their jurisdiction. But by the 
case ICJ have.charlenged that even peace-keeing action of SC are not exclute. Legality, of the 
peace-keeping action of SC can be (or should be) checked by judicial organ. 

 In "Nicaragua Case" (1984) ICJ concluded to the problem: "The Council has functions of a po-
litical nature assigned to it, therefore the Court exercises purely judicial functions. Both organs 
can therefore perform their separate but complementary with respect to the same events." 

 And in "Lockerbie Case" (1992) the separate function of ICJ and SC became a new and impor-
tant problem: the judicial review by Judicial organ like ICJ to the action of Political organ like the 
action of peace-keeping of SC. there are not any rules about the judicial review, so it needs legal 

practice of ICJ to make laws with the practice.

1992年 国際司法裁判所(以 下、ICJ)に 提:訴され、同裁判所の訴訟過程にかかられたロッカビー事

件は(D、 国際司法の、 もちろんまた国際法の 「重要な問題」(2)を提起 している。これ らの問題のな

かの一つは、同一紛争事件における安全保障理事会(以 下、安保理)とICJが どのようにそれぞれ自

己のあるべき機能を行使 し、両者がどのように自己の機能範囲内で、 しかも相手の機能範囲内に進入

しない、すなわち両機能が衝突 しないするか、である。一見、この問題は訴訟テクニ ックのようなレ

ベルの問題であるが、 これにより国際法の重要な問題一国際法 システムにおいて安保理 とICJが どう

いうあるべき関係を有するか(3)、 の問題は提起 されている。そ して、 この問題 もある意味では現象

であ り、その背後 にもっと国際法の重要な問題一ICJの 司法審査 という国際法の法構造および法機能

に関わるものがある。そのため、この問題は、国際法の現実問題であ り、また国際法の根本的な問題

を捉える理論上の問題で もある。

この 「重要な問題」に対 して、本論文は訴訟過程から諸問題を取りあげてその本質を見出す。具体
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的に、同一係争事件をめぐって安保理がその政治的解決をもってICJが すでに司法過程を開始させた

ケースに介入 し、そしてこの司法的的解決を中断させるという場合、国際法上この現象をどう説明し、

解明するかにスポットを与えて検討する。

同一係争事件に安保理とICJが ともに紛争解決を担当し、 とくに場合には安保理の政治的解決が

ICJの 司法的解決を左右するという現象を国際法上の問題として検討するのには、やはり単なるテク

ニックの問題だけとするのではな くて、この現象を引き起こす原因をも分析する必要がある。そのた

め、本論文は理論枠組とケースの紹介の両方から取 り組む。

一 理論的枠組 国際法の政治的解決 と司法的解決との因果的関連の説明

同一係争事件の解決に安保理 とICJが ともに参入す るのは、国際法の法使用の問題であるが、その

基本には国際法の法構造により生じた国際法の特有な法現象である。国際法の法構造 とこの特有な法

現象 との間の因果的関連にについては、現行国際法を解釈 してその意味合いからこの法現象を説明す

ることができないため、法の基本原理から説明するほうが効果的である。以下のポイントにまとめて

説明をする。

1.国 際法の法と政治との密接不可分性

一般的に法と政治は社会統制制度の両輪であるため
、両者が別個の機能を果たすとともに、相互

補助性も有する。国際法の場合では、国際法 と国際政治は天然的に一体性をなして国際法という実

体において共存する。それは、国際社会には権威的な独立の法制定機関が備えていない一備えられ

ない、また国際法の対象または使用者が各主権国家であるという国際社会の特質に規定されている。.

それゆえ、国際法の法規範は国際政治 と同一の トピックスを持ち、対象 も同様である(4)。

国際法の法と(国 際)政 治 との密接不可分性に関して、国際法という法システムの特質を理解す

るのがまず重要である。

法システムとして国際法は国内法 システムに比べれば、「自己言及的」な法システムではない。

「自己言及的」な法システムは近代法以来法発展 した法 システムであり、以下の特性を有す る:

(1)巨大な社会システムか ら法システムは完全な分化をしている 「自己言及的で、自律的で、作動

のうえで閉 じられた」(5)独立の法 システムである。(2)他 の機能システムにより代替されることは

な く、また他のシステムの機能により負担を軽減 されることもない。(3)自 律的な法 システムは自

己の機能で十分のレベルで充足されている、独自の機能領域で解決不可能な問題が扱われることは

ない。

「自己言及的」な法 システムの意義からいえば、国際法シズテムは自己言及的、自律的な法 シス

テムではない、 と言える。それゆえに、国際法システム内に政治システムとは別個の、固有の循環

的な閉鎖性がないために、国際法システムの機能だけでは解決できない余地が残される。国際法 シ

ステムのこの機能不全で、他の一例えば国際政治の一機能により補足され代替される必要がある。

この必要により、国際法に国際政治が参入 し、国際政治の機能がシステムを超えて国際法の法機

能に補助 しまたは代替することがある。その必然的に生 じる国際法の法現象の一つとしては同一係

争事件の処理に安保理 とICJが ともに担当し、そして安保理の政治的解決がICJの 司法的解決を超

えてその機能に代替することである。
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2.政 治的紛争/法 的紛争、政治的解決/法 的解決

国際法 システムが自己言及的な法システムではないため、本来国際法の法機能が活動する場には

国際政治の機能が介入 し、国際法に補助 してまたは代替 して活動する。 これを基本的な規定要因と

して、従来国際法には紛争を二分化にし、その解決方法をも二分化する問題がある。すなわち、紛

争を政治的紛争 と法的紛争に二分 し、その解決方法を政治的解決 と法的解決に二分する。この二分

化は、「国際法学者を悩ます」問題であり(6)、国際法理論の従来の課題(7)で はあるが、二分化の

必然性また合理性が国際法システムの特質に規定され、国際法の固有の法需要であると言わなけれ

ばならない。そして、 この法需要により紛争解決の担当機関として安保理とICJを ともに設置する

必要がある。

政治的紛争 と法的紛争がその存在の実質的効果として主に裁判所の訴訟受理可能性に意義がある

が、主には国際法学の問題として研究の対象 とされる。それに対 して、政治的解決と法的解決とい

うのは、国際法の法使用の現実問題である。 しかし、実定国際法には両解決に関する明確な規定が

ない。そのため、国際法使用の際に両解決の衝突が生 じうる。同一係争事件に対 して両者が ともに

管轄権を行使 し、 とりわけ安保理の政治的解決がICJの 法的解決を左右するのは、実定国際法には

相応の規定がないのを原因の一つとすることができる。(こ の問題を国際法の 「法の欠缺」の一現

象と理解 してよい。)

3。 国際紛争の平和的解決における役割分担

自己言及的ではない国際法システムにおいて、国際法機能が政治機能に補足され、または政治機

能とともに作動するのが国際紛争の平和的解決における安保理 とICJの 役割分担というのにも現れ

ているQ

国際紛争の平和的解決は国際連合憲章(以 下、国連憲章)に 揚げ られる現代国際法の理念である。

憲章第六章(と りわけ第33条)は 国際紛争の平和的解決に法規範の意義を付与して、それを諸国の

義務 として規定 している。この指向性明確な義務を果たすのには、「交渉、審査、仲介、調停、仲

裁裁判、司法的解決」 という義務履行の選択肢を任意規定 として用意 している。一方、安保理は同

33条2項 により 「当事者に対 して、その紛争を前記の手段 によって解決するように要請する」権限

を有する。また同34条 により安保理は 「いかなる紛争」を自己の解決対象にしうる任意決定権を有

する。その上に、第七章に付与される権限を もって安保理は全般的に国際紛争解決の最終的決定権

を持つ。そうすれば、実定国際法上では国際紛争の平和的解決という大枠の中で国際連合(以 下、

国連)の 主要な司法機関としてICJの 「司法的解決」および担当可能な 「仲裁裁判」は 「いかなる

紛争」をも解決する安保理の権限下の紛争解決 とどういう関係をなすか、あるいは両者はどういう

役割を分担するか、についての規定がない。 こういう前提 においては、同一係争事件が生じうるし、

同一係争事件 に対する安保理 とICJの 管轄権の衝突と競合 も生 じうる。

二 同一係争事件の解決における安保理と℃J一 ケースからその軌跡を見る一

○ 特 定経 費 事 件(CertainExpensesoftheUnitedNations1962)(8)

特 定 経 費 事 件 は 憲 章 第17条2項 に規 定 さ れ る 「こ の機 構 の 経 費 」(expensesoftheorganiza-

tion)の 意 味 の解 釈 に関 して 、 国連 総 会 が そ の 決 議1731を も ってICJに 勧 告 的 意 見 を 求 め る ケ ー ス

で あ る。 安 保 理 とICJと の 関係 とい う意 義 か らい え ば、 この ケ ー スの ポイ ン トは二 つ あ る。 一 つ は、
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Congoに おける安保理の平和維持活動一本件ではその平和維持活動に使用 される必須の経費およ

びこの経費に関する事務総長の報告書は、その性質からいえば政治問題である。 しか し、 この政治

問題は法律問題一本件では憲章17条2項 とつながっている。 もう一うのポイントは、本件の対象は

政治問題ではあるが、 この政治問題に対 してICJが 司法判断をする可能性 と必要性があることであ

る。すなわち、ICJが 国連の主要な司法機関として国連 自身の行為をも司法判断の対象にして司法

判断を下すべきである。

このケースは同一紛争を安保理 とICJが ともに管轄権で競合する典型的なケースではないが、初

めて国連の行為一本件ではCongoに おける安保理の平和維持活動をICJが その司法判断の対象に

して、国連の行為 とりわけ安保理が憲章第七章に基づいて行 う平和維持活動の権限とその合法性を

審査する(9)ケースである。安保理とSCと の関係からいえば、本件は非常に意義がある。この審査

は、いわゆるICJの 司法審査である(10)。

○ エ ー ゲ ン海 大 陸棚 事 件(AegeanSeaContinentalShelfCase1978)G2)

こ の ケ ー ス は安 保 理 とICJの 同一 係 争 事 件 の 最 初 の例 だ と言 え る。 原 告 が エ ー ゲ ン海 大 陸 棚 境 界

線 の 争 い をICJと 安 保 理 の 両 方 に 訴 え た。 この 訴 え に対 して ま ずICJはorderを 提 出 した 。 こ の

orderの 後 に安 保 理 が原 告 の訴 え に対 して 決 議395を 採 択 した。

本 件 は安 保 理 とICJの 同一 係 争 事 件 で あ るが 、 こ の 同一 係 争 事 件 の最 初 の段 階 にお いそ は、 安 保

理 は意 識 的 に 国連 の主 要 の司 法 機 関 のICJを 擁 護 して いた 。本 件 の領 土 紛 争 が よ り法 的 紛 争 で あ り、

安 保 理 が平 和 維 持 活 動 を主 に対 象 とす るの を理 由 に、 安 保理 は両 当事 国 に本 件 をICJの 司 法 解 決 に、』

と提 案 した(13)。

同 一 係 争 の処 理 にお け る安 保 理 とICJと の 関 係 とい う意 義 か らいえ ば、 エ ー ゲ ン事 件 の有 意 義 な ポ

イ ン トは、 同一 係 争 事 件 において 安保 理 の調 停 、 また この調 停 がす で に始 ま った と して も、 それ がICJ

の 司法 機 能 の 行 使 の妨 げ にはな らない(14)、初 めて調 停 と司法 解 決 が 「同 時 行 使(paripassu)」(15)を

提 出 した 点 であ る。

○人 質 事 件(CaseConcerningUnitedStatesDipbmaticandConsularStaffinTehran1980)(16)

この ケ ー ス は エ ー ゲ ン事 件 に続 いた 安 保 理 とICJの 同一 係 争 事 件 で あ る。

原 告 はICJに 提 訴 した後 に、 そ してICJが す で に訴 訟 手 続 きを 始 め た後 に、 同 じ事 由 を安 保 理 に

も提 出 した。 これ に対 して、 安 保 理 は 二 回 決 議 を採 択 し、 被 告 に命 令 と要 請 を 出 した 。 安 保 理 の 政

治 的解 決 とは別 個 に、ICJは 依 然 と して 裁 判 所 規 定53条 に よ り訴 訟 を進 行 させ た が、 安 保 理 の 二 回

目の 決議 の採 択 後 に、 さ らに被 告 がICJの 訴 訟 手 続 き を無 視 した た め、 これ で被 告 に 呼 び か け、 ま

た は被 告 に裁 判 所 の 命 令 を確 認 す る こ とが 困 難 に な る と判 断 した 時 点 でICJは 本 件 の 審理 を 自分 が

担 当す る の に は不 適 切 と判 断 した 。

同一 係 争 事 件 に お け る安保 理 とICJと の 関 係 とい う問 題 に関 して 、 本 件 は三 点 に お い て この 問題

の解 明 お よ び確 認 を 進 め た。 一 つ 目は、 「政 治 的 紛 争 は 司法 訴 訟 の妨 げ に な って は な らな い、 す な

わ ち安 保 理 の 平 和 的 解 決 はICJの 司 法 機 能 の制 限 にな って は な らな い」(17)とい うICJの 判 決 の結 論

で あ る。 二 つ 目は、 同一 係 争 事 件 お よ びす べ て の紛 争 解 決 の 事 件 にお い て 安 保 理 とICJの 平 行 解 決

(parallelproceedings)の パ タ ンの提 起 で あ る。 三 つ 目は、本 件 は エ ーゲ ン海 事 件 の判 決 を参 照 し、

判 例 を積 み 重 ね 、 この 問 題 の 判 例法 の形 成 に大 い に意 義 が あ る。
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○ニカラグァ事件(CaseConcerningandMilitaryParamilitaryActivitiesinandAgainstNicaragua

1984)q8)

本件も安保理とICJと の係争事件である。そして、同一係争事件における両者の管轄権の競合 と

いう問題を最 も鋭 く提起 した事件である。この意味で、このケースは国際司法の重要な判例になる、

国際法学にも重要な問題を提起 した事件である。

このケースにおいて、同一係争事件における安保理とICJの 管轄権の競合という法現象に対 して

ICJが 見解を示 したのは、自分自身が安保理と衝突 したという事実に基づいたのではなく一 とのケー

スの時点においても依然 として両者の直接の衝突はまたは一方的な強制的な影響力がなかった一、

被告が原告の提訴 した 「軍事的な紛争」を 「政治的紛争」の範畴に入れ、安保理が解決すべきとい

う理由で原告の訴訟を否定 しようとしたためである。被告のこの抗弁に対して、ICJは まず 「軍事

的紛争」でもICJの 司法的判断の対象にな りうる(19)と、言明 した。そして、国際紛争の平和的解

決における安保理 とICJの それぞれ異なる権限および機能に関 してICJは 重要な見解を示 した:ま

ず、大前提として憲章は安保理 には紛争の平和的解決の 「絶対的な権限」(exclusiveresponsibil-

ity)を 付与 していない(20)。憲章には両者の役割分担に関 しては具体的明確な規定がないが、安保

理は政治的な機能を果たす、ICJは 司法的な機能を果たす。 この原則に応 じて、両者の役割分担は

「それぞれ別個であるが、補助的な機能を果たす」(21)という結論を出した。 この結論はこの問題の

解決的な、また判例法の意義を有するものとなっている。(こ の結論はICJの 法使用において本件

以後同様な問題の参照および規定になっている。)

ICJは 初めて自分と安保理との関係に関 して重要な判断を示 したが、終始安保理との合理的 ・健

全な関係を保つことを意識 している:そ れぞれ別個の機能を果たす安保理に対して、たとえ安保理

の不利の決定で もICJに は提訴することもできないし、ICJ自 身はその決定が間違 ったとは見解を

示すこともできない。当時の時点では、原則として明確にすることができるのは二点だけである。
一つは、ICJの 法律問題は安保理の考慮すべき問題で もある。 もう一つは、安保理 はICJの 司法活

動を阻止することはできない、ということである。

Oロ ッ カ ビー 事 件(QuestionoflnterpretationandApplicationofthe1971MontrealConvention

arisingfromtheAeria目ncidentatLockerbie,1992)(22)

本 件 は 同一 係 争 事 件 にお け る安 保 理 とICJが ど うい う健 全 的 な関 係 を有 す べ きか と明確 に 問 題 を

提 起 した事 件 で あ る。 と い うの は、 本 件 は初 あ て安 保 理 の 政 治 的解 決 がICJの 司法 的解 決 を 左 右 し

た事 件 と して、 い ま ま で の こ の 問題 の程 度 を越 え た だ け に、 こ の 問題 の蓄 積 を集 中 して本 件 に現 れ

て い る。 そ の た あ、 本 件 は最 もこ の 問題 の深 刻 さ を現 して い る。

同一 係 争 事 件 に お け る安 保 理 とICJの 関 係 と い う問題 に 関 して、 本 件 に は二 つ の ポ イ ン トが あ る。

一 つ は
、 安 保 理 の政 治 的 解 決 一 本 件 で は安 保 理 の 三 つ の 決 議一 がICJの 司法 的解 決 に決 定 的 な 影 響

を及 ぼ した 。 安 保 理 が 原 告 を相 手 に決 議 をi採択 した。 そ れ で原 告 がICJに 提 訴 した。 さ らに 安 保 理

が憲 章 第 七 章 に よ り二 つ の決 議 を採 択 し、ICJが す で に始 め た訴 訟 過 程 を 中止 した。 同一 係 争 事 件

に お け る安 保 理 とICJが 管 轄 権 で競 合 し、 安 保 理 の政 治 的 解 決 がICJの 司 法 的 解 決 を 根 本 的 に左 右

した の は》 本 件 で あ る。 い ま ま で の この 問題 の芽 生 え お よ び蓄 積 は本 件 に お いて この 問 題 の 性 質 を

変 え た。

本 件 の ポ イ ン トの も う一 つ は、 同一 係 争 事 件 に お け る安 保 理 とICJの 関係 とい う問題 に 重 要 な法

発 見 した こ とで あ る。 そ れ は、 司法 機 関一 のICJの 司 法 審 査 権 で あ る。 も し、 同一 係 争 事 件 に お け
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る安保理 とICJの あるべき関係 とあるべき役割分担 というのはニカラグァ事件の際のICJの 重要な

法発見(23)であるというのならば、ロッカビー事件の際の司法機関一ICJの 司法審査権 というICJの

法発見はニカラグァ事件の法発見を発展 して、この問題の性質の所在と解決の方法を発見 したので

ある。

三 訴訟法上の説明 管轄権の移動と訴訟物変更の法理

同一係争事件における安保理 とICJの 管轄権の競合は、 ロッカビー事件において結果として、安保

理の政治的解決がICJの 司法的解決を左右 し、実質的にその管轄権を政治的解決の領域に移動させた

わけである。そこで、管轄権の移動 という法現象一 たとえあるべきではない法現象一 に関して法理

(jurisprudence)上 か らその可能性と不合理性を解析する必要がある。

ロッカビー事件において生 じた司法的管轄権の移動 というのは、事件の訴訟進行中に司法機関が訴

訟過程を作動させているのにもかかわらず、政治機関が当事件の訴訟物を政治過程に移入させ、それ

により司法機関の管轄権が移動され訴訟物 も変更されることで当事件の訴訟に影響を及ぼしたことで

ある。 とりわけ事件の訴訟を中断させ司法的判断の段階および内容を途中で早めるか、あるべき司法

判断が一部分 しかできない。すなわち、訴訟および司法的判断の方向性、目的および性質まで変更さ

せるわけである。

この変更はロッカビー事件において具体的にこのようなプロセスを経てなされた。 当事件の被告

(イギリス政府 とアメ リカ政府)は 当事件の審理開始後に安保理にロッカビーで発生 した飛行機爆発

事件の容疑者の引き渡 しを要請 した。この要請に応 じて安保理は当事件の原告(リ ビア政府)に 対し

て容疑者の引き渡 しを命令 し、それに従わない場合制裁措置を課するという決議を採択 した。この決

議に要求された容疑者の引き渡 しというのは、ロッカビー事件の訴訟物の一つ一仮保全措置とその請

求である。当安保理決議の採択により、ICJは ロッカ ビー事件の原告の仮保全の訴求は 「訴訟対象

(物)な し(withoutoblect)」(24)で あると判断 し、その訴求を却下 した。ICJは ロッカビー事件のそ

の後の訴訟進行および判決を下すまで原告の当初の訴求事由の一つ一仮保全措置の訴求を排除して、

もう一つの訴求事由一モントリオール条約の解釈 と適用だけを訴訟物にした。

本来、 ロッカビー事件の仮保全措置とその訴求はICJの 管轄権行使の対象であるが、安保理決議に

よりこの管轄権は訴訟(法)過 程から政治過程へ移動 され、訴訟(法)機 能が政治機能 に代替された。

同様に、ICJに 提訴 されに訴訟物 も訴訟(法)過 程から政治過程へ変更され、司法的解決を求める訴

訟の目的が蒙質され、訴訟物の性質も司法の対象か ら政治の対象に変更された。

この移動と変更に関 して法理か ら説明する必要があるが、ロッカビー事件の判決にはこの法理の説

明は不十分である。当事件が 「国際法の重要な問題を提起 した」意義において、この法理の説明が必

要であり、そしてこの法理の説明を通して国際法の性質と問題を認識することができる。

実定法からの説明一 ロッカビー事件の管轄権の移動と訴訟物の変更に関して実定国際法からその妥当

性を立証する場合、ICJ規 則第七九条に基づいて立証すれば一応は 「裁判所の管轄権若 しくは請求の受

理の可能性」をもって原告の仮保全措置に対する管轄権行使の不可能性を説明することができる(25)。

すなわち、先決的抗弁に有効な条件を付けるか、若 しくは先決的抗弁が条件に満たさないことに関して

「抗弁」するか、である。ロッカビー事件では、安保理決議が当事件の訴訟物の一部を決議の対象にし

たため、当訴訟物に対するICJの 管轄権が実際に行使不可能になった。この不可能についての説明はICJ

規則第七九条だけでは、ICJの 管轄権移動 とその必要性との間のメカニズムを因果的に説明することは
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できない。というのは、ロッカビー事件の場合では被告の抗弁が原告の訴求の受理可能性および訴訟の

進行可能性を規定する要因ではないからである。そして、安保理決議は訴訟以外の要因であり、「被告

以外の当事者」(裁 判所規則第七九条一項)に は該当できないため、当決議を 「抗弁」として原告の訴

求を受理不可能と判断してはならない。その意味では、当事件の判決ではその受理不可能に対する実定

法上、規則第七九条による説明はロッカビー事件のポイントとなる管轄権の移動と訴訟物の変更の因果

関係を説明 しきれない、と言える。

当事件の管轄権の移動 と訴訟物の変更は当事者以外の第三者の関与をポイントにしてその因果的関

係を解 くべきである(26)。当事件では、 この第三者が当事者 と同等な地位の第三者(例 えば、国)で

はな くて、国際組織、 しかもICJと 同等な地位の安保理であるため、 この レベルの第三者の関与は当

事件の訴訟の進行に決定的な影響がある。それは、当事件の本来の担当機関の司法機関を僭越 し、そ

の管轄権を政治過程に移動 させ、本来司法機関がすでに訴訟に掛けた訴訟物を政治決定の対象に変更

させた影響力である。現在の国際システムおよび現行国際法 システムにおいては、 この司法から政治

への移動 と変更の現象は本質的にそれらのシステムに規定されるのである。それ故に、司法の管轄権

および訴訟物の法過程から政治過程への移動および変更に対 して、その移動および変更を引き起 こす

メカニズムを発見し、その当然 ・合法の場合 と不均衡r不 妥当の場合をそれぞれ認識 し実定法に生成

できるものを形成させることが大事である。

ちなみに、 この移動および変更 に関す る実定法がいまだにないたあ、 ロッカビー事件のようにただ

ICJ規 則第七九条だけで移動 と変更の妥当性を説明するのは、限界がある。この限界およびその認識

から、ICJの 司法審査権 という法需要が出た。安保理がその決議でICJの 訴訟 に影響を及ぼす場合に、

その行為の妥当性 ・合法性に対する司法機関の審査 とその行為により生 じる不均衡 ・不妥当に対する

司法審査が必要になる。

決議 と条約の関係からの説明一 ロッカビー事件は、国連決議が当事者間のモントリオール条約を越

えた一例である。(国 連決議731、 と決議748は 当事件の訴訟の第一段階を完全に影響 し、訴訟の当初

の目的を変えた。決議883は 当事件の第一段階における司法裁判所の結論が出された後に採択された

が、訴訟全体に影響があった(27)。)ロッカビー事件のこのポイ ントは国際法体系のなかの規範問の関

係の再認識を呼びかけ、とくに特別法の国連決議が一般法の条約を越える法理の説明を要求 している。

法体系は法規範の集中体である。法体系のなかで法規範が一定の構造をなす。 この構造は法規範の

間で均衡を保ち、秩序のある状態を保つために、一定の関係をなす状態である。この構造は一定のルー

ルを提供する。すなわち、基本法は最上位の法であり、一般法と特別法を越える。同様の意味で、一

般法と特別法は基本法を体現 し、またそれに服従する。一般法と特別法の間では、特別法は一般法を

越える。

国際法は国際法規範の体系である。 この法体系の中で、憲章は基本法であり(憲 章第二五条)、 条

約(と くに二国間条約)は 一般法であ り(28)、国連決議は特別法である。基本法の憲章は一般法の条

約を越え(憲 章一〇三条)、 特別法の国連決議をも越える。特別法の国連決議と基本法の憲章 との間

では上下関係 というより、両者一体の関係をなす。国連決議は特別法 として基本法の憲章を個別分野

で実現する。そのため、国連決議は一般法の条約とは違い、公共性 と広範な拘束力を有する。この意

義において、特別法の国連決議は一般法の条約を越える(29)。国際法体系の中で国際社会全体の法と

しての国連憲章および多国間条約のほかに、国家間の関係を調整す るのは国家間条約である。国際法

体系をその法構造 からいえば、国連憲章をはじめとする多国間条約 という公共性の部分と二国間およ

び地域間条約 という限定利益の部分がある。
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もし、公共性を境界線にして基本法の国連憲章と特別法の国連決議を上位法にし、限定利益のため

の二国間条約を下位法 とするのならば、ロッカビー事件の際の国連決議がモン トリーオール条約を越

えて元 々この条約の範囲の紛争を公共性一国際社会の平和 と安全一に関わる問題として決議の対象に

することができる。 しかし、問題はこのような前提条件においても特別法の決議が一般法の条約を尊

重する余地があるかどうか、重大な公共性の場合で も決議の効力が条約を越え、または排除するのが

妥当であるかどうか、である。すなわち、この上位関係は絶対的なものになってはな らない。まして、

決議 と条約はそれぞれの目的 と対象が違うため、上位関係 といって も、決議は条約を制御 してはな ら

ないのである。 しかし、 ロッカビー事件の場合では、決議は条約を制御 した、と言わざるをえない。

四 国際法構造からの解析

(一)安 保理とICJと の基本的な違い

ICJと 安保理 との関係を考える最初の作業 として、まず両者の基本的な違いを考える必要がある。

両者の違いおよび基本的な違いなどを言える前提がある。それは、国際システムにおいて、ICJ、

安保理と総会の三者が同様に国連の 「主要機関」(憲 章七条)で ある、 という前提である。この前

提において、両者の違いというのは国際法システムにおける機能の違いであ り、同一法システム内

の分業である。

1.法 過程と政治過程との違い

ICJは 司法機関であ り、安保理は政治機関である。両者はもともと別々のレベルで違 う機能を

果たす。安保理は 「政治的性格の機能」を果たし、ICJは 「純粋に司法機能」を果たして、両者

は 「並行的機能遂行の原則」(30)により活動する。国際紛争の平和的解決においてICJと 安保理は

ともに平和的解決を担当し、 とりわけ同一紛争に対 して両者がともに管轄権を行使するができる。

この場合、紛争を法過程に入れて司法のルー ト、訴訟手続きに従って解決するか、それとも政治

過程に入れて政治のルー トに従 って解決するかは、基本的に違 う。 この基本的な違いにより、

ICJと 安保理との関係は、法過程と政治過程との違 いとして認識することができる(31)。

いうまでもな く、法過程と政治過程は別々の分野である。法過程は立法 と司法を含める法の活

動過程である。法過程牽通 して法は制定され、使用 され、当初予定される法の目的を実現する。

それに対 して、政治過程は行政機関の活動過程であり、行政命令をその活動の指針 として具体的

な問題解決を目的とする。法過程 と政治過程を峻別するのは、形式的 ・合理的な法規範 とそれに

よる権利 ・義務的な社会関係を営み、恣意を抑制するためである(32)。政治過程はその活動から

いえば、利益の対立、意見の対立を統合する過程である。それに対 して、法過程は法 と法機関を

動員して権利侵害を違法行為 として確認 し、法規範に従 って強制的に権利 ・義務的な関係を回復

し維持する法の活動過程である。

国際法も同様に法過程と政治過程が基本的に違う。国際法の法過程は立法過程と司法過程の両

部分により構成される。国際法の法過程から司法過程だけを抽出して見る場合、国際法の司法過

程に政治過程の影響が大きい、 と言える。ICJと 安保理がともに国際紛争の平和的解決を担当す

るが、国際法過程 と国際政治過程はその機能、目的と効果においてはやはり違う。国際法の法過程

はICJを 中心にして国際法の法的問題を解決 し、とりわけ合法性と違法性の確認を任務とする(33)。

この合法性と違法性の確認は、諸国と国際組織を含める国際行為の合法性と違法性を確認するこ
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とである。国際政治過程は、法過程との対角において、力で国際社会の統合を任務とする。政治

過程が法過程とともに国際紛争の平和的解決に参与する場合、政治過程は国際社会の平和を回復

し、平和の脅威を取 り除 くという具体的な作業を総会と安保理を動員 して力で完成する。政治過

程は政治的な判断と強力を もって平和強制の実現を通 して国際社会の統合を指向する。安保理を

主導とする政治過程は、関係国および国際社会の利益の対立と意見の対立を統合する過程である。

それに対 して、ICJを 主導とする法過程は国際法 と法制度を動員 して関係国の権利 ・義務的な関

係を維持する過程である。両者のこの違いのため、国際紛争の法的解決に政治過程の介入に対 し

てICJの 裁判官は反対の態度を取っている(34)。

一方、国際法の法過程と国際政治過程は法と政治との混合体という国際法の特質により、対立

より相互依存の状態を示す。国際法秩序において、法過程と政治過程はそれぞれ 「別々異なるが、

補助的」(35)な役割を果たす。法過程は国際立法 と国際司法裁判所の活動を通 して国際法による

国際社会の法的制御を実現する。政治過程 は集団安全保障体制であ り、その体制の維持 と運転が

国際法(憲 章、とりわけ第七章)に 正当性 と妥当性を求める必要がある。

国際法の法過程 と政治過程は 「補助的」な関係を示すが、法と政治との基本的な違い ㈹ によ

り、国際法の法過程 と政治過程は 「異なる」機能をもってそれぞれ活動する(37)。紛争解決にお

いて両者の機能の違いが典型的に生 じる。紛争を法過程に付与するのと、政治過程に付与するの

と法的解決 と政治的解決の機能が違う、解決の効果が違う。紛争を法過程に付与して、国際司法

裁判所の法的判断に付与する場合に、法的関係の調整を目的とする。紛争を国連 ・安保理に付与

してその調査、憲章第六章と第七章に基づ く判断と活動に付与する場合に、政治的な政策による

問題解決を求める。国際社会の社会的関係 も問題解決 も元来法と政治の混合によるものであるた

め、法過程 と政治過程のそれぞれの活動が国際社会の法需要である。安保理は国連憲章を憲法 と

してその政治過程を展開するが、憲章の規定の不十分という問題があるため、憲章の絶対の参照

(reference)は 危険性を伴 う(38)。これに対 して、司法裁判所とその法過程が政治過程の補充 ・検

査 としてその法需要が高 くなる。

2.両 者の法発見の違い

安保理 とICJは ともに国際法規範の法発見 という機能を持っている。そして、両者の法発見は

国際法において重要な地位を有す る。 しか し、安保理 とICJの 法発見が同一であるか(39)は、さ

らに重要な問題である。それは安保理とICJの 基本的な違いを認識 し、国際法秩序における安保

理とICJと の関係を認識する有意義な問題である。

まず、安保理の法発見は形 として安保理決議を主とする。安保理の法発見というのは、国際上

位組織による国際法規範の定立である。その意味において、国連 ・総会の決議 も国際上位組織に

よる国際法規範の定立になる。そのため、国連 ・安保理の法発見を言及する場合に、広義上にお

いて総会決議 も含める。

国際法 システムにおいて、安保理は立法(law-making)機 関である(40)。とりわけ、安保理に

よる国際紛争の政治的解決において安保理決議は法発見の形として定立される。司法機関の裁判

と裁判官の法発見に比べれば、安保理の法発見は純粋の法規範の発見一定立ではな くて、政策一

公共政策を制定することである(41)。安保理の法発見をその形式からいえば、具体的な関係国ま

たは国際社会の利益の衝突に対する解決案である。この種の決議は、諸国の共同行動を要求する。

その性質からいえば、決議は政策としての特性を有するため、具体的な問題に対する具体的なケー
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ス ・バイ ・ケースの問題解決の方法(42)であ り、法規範 としての普遍性 ・形式性が乏 しく、法発

見といっても、 ソフ ト・ローが多 い(43)。もちろん、憲章第七章に基づき決定 した安保理決議は

強制性 という一点において、概念上のソフ ト・ローとは多少違 うが、それはむ しろ第七章に基づ

いて安保理決議が執行されると、ハー ド・ローに生成するため、決議にはソフト・ローとハー ド・

ロー両方の性質を示すのである。基本的には、決議は一種の解決案であり、ハー ド・ローへ発展

する必要がある。

裁判官の法発見は判例法の発見と行為規範の発見である。この法発見は法規範の基本的な生成

ルー トである。裁判官の法発見は政治的な意志又は個人の恣意を排除する意義で法の最 も基本的

な性質を有す る。国際法の分野でも裁判所と裁判官の法発見が国際法規範の生成に参与 し、政治

機関と個人の恣意を排除 しそ法規範を形成する。ICJの 法発見は裁判の場で判例法を発見 し行為

規範を発見する。また国際法の解釈を通 して国際法規範を発見する。ICJの 法発見は普遍的 ・形

式的な法規範を志向する。

ICJと 裁判官の法発見の最近の例は、司法審査の法発見である。「特定経費事件」か ら 「ニカ

ラググァ事件」、「ロッカビー事件」まで裁判の場でICJは 紛争の平和的解決に現れた安保理の権

限踰越 という法現象に対 して 「司法審査」の法発見を した。この法発見をめぐってICJの 裁判官

たちの意見および見解は決定的な要素であった(44)。この実例 に見られるように、'ICJと裁判官の

法発見 は、裁判の活動を通 してケースごとに形成されるものである。(最 近の 「司法審査」は形

成途上の法発見である。)

(二)国 際紛争の平和的解決における両者の異同と衝突

安保理 とICJが 具体的に国際紛争の平和的解決において両者の異同および矛盾を現 している。 こ

の分野に現れる両者の違いは基本的に国際紛争の 「政治的紛争」と 「法的紛争」の区別および 「政

治的解決」 と 「法的解決」との区別から生 じるのである。この基本的な違いは国際紛争の平和的解

決において具体的な異同と衝突を生 じさせる。

1.国 際紛争の平和的解決における両者の一致と共同的管轄権

安保理 とICJは ともに国際紛争の平和的解決を目的とする、 またともにこの解決に参与する。

安保理は 「政治的機能」を発揮 して参与する。ICJは 「純粋に司法機能」を発揮 して参与する。

この同一の目的のもとで両者は並行的にそれぞれの機能を遂行する。

この同一の目的で両者の並行的な機能の遂行が同一係争事件の場合で機能交互または機能衝突

生 じうる。 しかし、安保理 とその 「政治的機能」はICJの 「純粋に司法機能」を排除することが

できない。同様にICJも 安保理とその 「政治的機能」を排除することができない。この状況は同

一係争事件に対する安保理 とICJの 共同的管轄権 を要求 している
。

安保理とICJの 共同的管轄権はICJの 判例上その先例が見 られる。「人質事件」、「特定経費事件」

と 「ロッカビー事件」 は両者の共同的管轄権の行使例である。厂人質事件」の場合、安保理が事

実調査を始めたとしても、ICJの 管轄権の行使を阻止す ることができなかった。「特定経費事件」

の場合、安保理とICJは 同時にそれぞれの管轄権を行使 した。「ロッカビー事件」は多少異例で

ある一共同的管轄権の行使は安保理の権限踰越の問題を引き起 こし、共同的管轄権に対する管理

の必要性を提起 した、それは安保理の権限踰越に対するICJの 司法審査の問題である。 しか し、

「ロッカビー事件」は共同的管轄権を否定 してはいない、む しろ安保理がその調査 と判断を終え
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て決議を下す後でも、ICJが 依然としてその管轄権を保留することができる、 という可能性を提

示 している。

共同的管轄権は国際紛争の平和的解決の理念 と実践において、安保理とICJの 並行的な活動 と

可能性を提供 しているが、この並行的な活動一共同的管轄権は同一係争事件の場合では平行線を

越えて、交叉する場合に、権限踰越を生 じることがある。 この法現象は司法審査の問題を提起 し

ている一方で、共同的管轄権を維持するために、この共同的管轄権のもとで同一係争事件におけ

る両者の回避の問題 も提起している。司法審査はICJを 主導 とする司法活動をもって安保理の権

限踰越とそれにより生 じる違法性 ・違憲性を排除する、いわゆる共同的管轄権を維持するための

強制措置である。それにともなって、同一係争事件における安保理または司法裁判所の回避原則

は共同的管轄権の保全措置である。

2.共 同的管轄権と回避原則

安保理 とICJが 同一係争事件に取 り扱うことに関 して、憲章およびICJ規 程には明確な許可 ・

不許可の規定がない。従って、実定国際法には同一係争事件について安保理とICJが 抵触する解

泱 をすることができるかに関 しては明確な規定がない。実定国際法を推論 して両者とも同一係争

事件に取 り扱 うことができる、いわゆる共 同的管轄権を有すると考えられるが、この共同的管轄

権を原則にして、両者は抵触を回避するようにしなければならない。

ところで、 どのように回避すべきかは重要な問題である(45)。

安保理とICJの 法使用上、両者の回避が見 られない。その代わりに共同的管轄権が主張され(46)、

行使される。安保理が憲章第六章に基づいて紛争の当事国を相手にして 「勧告」を下す場合に、

その 「勧告」 はICJの 管轄権の行使を阻止できない。む しろ、 この 「勧告」を最終的な拘束力を

持たない決定として、紛争当事国は憲章九四条により法的拘束力を持つICJの 司法的判断を求ら6、

その判決に従 う。この場合には回避の問題が生 じない。 しかし、安保理が憲章第七章に基づいて

下す決定は、法的拘束力がある。安保理のこの法的拘束力のある決定に対 して、同一係争事件の

場合ではICJは 回避すべきである、 という理解がある(47)。一方、回避する必要がない、 という理

解 もある(48)。もし、回避する必要があるとすれば、国際紛争の平和的解決における安保理 とICJ

の共同的管轄権を改造することになる。この場合には、憲章二四条の安保理の 「主要な責任」を

絶対条件 とする。そうすれば、ICJの 回避が憲章二四条の解釈か ら推論されて、可能である。 も

ちろん、ICJ一 方だけの回避は司法機関の活動制限と司法の作用の縮小 という問題を生 じうる(49)。

そのため、回避原則 というのは安保理 とICJの 責任分担を前提条件にする必要がある。

3.℃Jの 司法保全と安保理の紛争処理との衝突

国際紛争の平和的解決に安保理 とICJと の関係を政治的紛争/法 的紛争、政治的解決/法 的解

決の区別から認識するのは従来一般的である。この区別に応じて、マクロ的に 「並行的機能遂行」

原則が対応措置 とされ、 ミクロ的に同一係争事件の場合にICJの 回避 という問題が提起 された。

しか し、ICJが 国連の主要な、唯一の司法機関として司法保全(judicialintegrity)を 維持 しよ

うとする(`o)。ICJの司法保全は単なるICJだ けの自己要求ではない。国際法の法発展 とICJの 司

法活動の展開につれて法需要 とされる。ICJの 司法活動と司法機能の前提条件は、ICJの 司法保

全である。そして、国際法システム全体のレベルからいえば、ICJの 司法保全はこの法システム

の重要部分にあたる。国際法の法的制御の実現はICJの 司法保全を含める司法活動の完成度によ
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り左右 されるからである。

司法保全はICJの 管轄権の主張と司法機能の健全な発揮を内容とする。安保理と同一係争事件

で管轄権を主張 しまた保留する場合、とりわけいったんICJが 訴訟に入った段階で安保理の決議

により訴訟物を変更させる場合に、ICJの 司法保全は問題 となる。すなわち、ICJの 司法活動と

安保理の紛争処理が衝突する場合に、紛争の平和的解決の 「主要な責任」を負う安保理 とその行

動が実質的にICJの 司法活動 と司法機能に影響をもたらす。 この影響で予定されるICJの 司法機

能、当事国の提訴事件を対象とする司法活動は制限される。この影響に対 して、実定国際法には

安保理 とICJの 責任分担に関する明確iな規定がない現状では、ICJは 管轄権の主張と積極的な法

使用を通 して司法保全を維持するしかない。

ICJが 司法保全を維持するためには、安保理 との 「並行的機能遂行」原則を堅持するとともに

ICJの 積極的な法使用と重要な法発見をすすめる必要がある。司法審査のような重要な法発見を

通 して司法の機能を強化 し司法保全を実質的に可能にする。一方、安保理 と同一係争事偉にぶつ

かる場合、回避原則と司法保全の均衡を保つ必要もある。

(三)両 者の間で階層関係の不存在

同一係争事件における安保理 とICJの それぞれの機能行使に関する実定国際法の明確な規定がな

い代わ りに、ニカラグァ事件の司法裁判所の法発見はこの問題の見解 と指針として参照されている。

すなわち、この法発見は両者の 「それぞれ異なるが、補助的」な機能行使の関係を規定 している。

この法発見により、安保理 とICJと の関係は 「階層関係を呈 しない」 と理解することができる(51)。

また、両者の間で階層関係が存在していないというのを実定国際法からも推論することができる。

国際紛争平和的解決に関しては、憲章第三六条は安保理には他の紛争解決機関より多い権限と義務

を規定 していない。そして、司法裁判所に関しては、憲章第一二条は安保理の決定に服従するとい

う意味においては裁判所に対するいかなる強制 も規定 していない。

安保理とICJは 本来政治機関と司法機関として違う分野で別々の機能を果たす。政治機関と司法

機関はその基本的な区別があり、別々に社会に需要される意義において階層関係がない。国際法の

分野では、安保理とICJが ともに紛争の平和的解決に携わるため、 とりわけ両者が同一係争事件で

ぶつかることがあるため、紛争解決においては両者のどちらが最終決定を下すか、は現実問題になっ

ている。 この現実問題から両者の関係という問題が問われる。

法体系のなかで国際法は特殊な法ではあるが、司法機関と政治機関との並行な別々の機能行使と

いう基本的な関係は安保理と司法裁判所 にも適用する。この階層的な関係を作らないというのを基

本的原則にして、国際紛争の平和的解決という具体的な問題の場合では、憲章通りに安保理が 「主

要な責任」を負 う、司法裁判所が法的問題 に携わる一方で、安保理の 「主要な責任」の合法性 ・違

法性の司法審査をする。そうすれば、両者の並行的な機能遂行が有効にできる。今後、国際法の法

発展により、安保理の 「主要な責任」とICJの 法的制御との関係は国際法の現実問題になるだろう。

(四)均 衡状態の打破と非常事態の措置

国際法システムにおいて、安保理 とICJは 上述 した諸関係をもって均衡状態を保っている。両者

のこの均衡状態により、国際法 システム自体 も均衡状態を保 っている。 しかし、 この均衡状態が打

破される場合もある。それは紛争の平和的解決の場合 にたびたび生 じた同一係争事件の際の安保理

の権限踰越である。 この権限踰越により、 もともと国際法に設定 された安保理 とICJと の間の並行
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的な、均衡のとれた状態は打破される。この均衡状態の打破は国際法秩序の非常状態の発生を意味

する。この非常状態の措置は、安保理とICJの いわゆる政治機関と司法機関の問だけのレベルでは、

ICJの 司法審査 と安保理に対する説明責任の要求である。

1.℃Jの 司法審査と安保理の説明責任

国際紛争の平和的解決に、 とりわけICJと 同一係争事件 に出る場合に、安保理の権限踰越がも.

ともと国際法 に設定 された安保理とICJと の間の均衡的な状態を打破するわけである。この場合

に、ICJが 安保理の権限踰越 に対 して司法審査を施す。ICJの 司法審査は、 もともと国際法に設

定された両者の均衡的な関係を打破 して、ICJが 安保理を越える、ということを意味 しない。裁

判所の司法審査はあくまでもICJと 安保理のあるべき並行的な関係を前提条件にして実施される。

だか らこそ、ICJの 司法審査は安保理の権限踰越を含める合法悔 ・違法性を対象にするが、安保

理の責任を糾明し違法行為に対する法的な処罰を目的としない。司法審査は安保理の自分の決定

と行為に関する説明責任(accountability)を 求めるのを目的とする。

説明責任は現代国際法の新 しい法概念である。説明責任は国家の違法行為に対する当該国の国

家責任である。 この説明責任は国家の レベルだけではない。安保理の決定と行為の合法性 ・違法

性を司法審査の対象にするというのは、違法性に対する説明責任は国際組織、安保理のような上

位国際組織にも必要である。安保理が自分の決定と行為 に関 して説明責任を負うのは、その恣意

性を抑制することができる。そ して、安保理の法発見に関する説明を一般的な説明であるとすれ

ば、憲章第七章に付与される紛争の平和的解決に関するいかなる決定と行為に関する説明は安保

理の重要な説明責任にする必要がある。この説明責任があるからこそ、安保理の合法性 ・違法性

という従来国際法上の空白の問題をはじめて国際法の対象にすることができる。

別の角度からいえば、説明責任を負うことで、安保理 は諸国との間、国際社会 との間、権利 ・

義務的な関係を構築することができる。この権利 ・義務的な関係は現代国際法秩序の権利 ・義務

的な法秩序 という性質を決める構築要件の一つである。

2。 司法審査、国際憲法が集団安全保障体制を取 り替えられるか

ICJが 安保理の違憲に対 して司法審査を実施することは、その司法活動の頂点である。 司法審

査の対象は安保理の違法性である。司法審査の正当性と妥当性の根拠は、国連憲章である。国連

憲章をもって政治機関の決定と行為の合法性 ・違法性の司法審査を施すのは、その前提条件 とし

て、憲章の憲法としての地位があることである(52)。実際上、憲章は五十年以上の法使用 と法発

展により、国際憲法志向の憲章 となっている。憲法としての憲章を基準にして施される司法審査

は憲章をその正当性 と妥当性とすることができる。それ故に、司法審査は政治機関の違憲の審査

を可能にす る(53)。

一方、国連憲章が国際憲法志向といっても、そこには憲法が存在 していない。それだか らこそ、

安保理を主導 とする安全保障体制は憲法の替わりに憲章の頂点とな り、活動を実施することがで

きる。(こ の意味からいえば、ICJの 司法審査は安保理の違憲行為の審査をすることができるわ

けである。)し か し、司法審査の目的は国際憲法をもって集団安全保障体制を取 り替えるのでは

ない。司法審査は憲章第七章に基づ く安保理の義務の履行の際の法律問題一権限踰越は憲章第七

章の範囲を越える不法行為に関する審査であり、安保理の権限踰越に対する現状回復を求める。

そのたδ6、司法審査は安保理を取 り替え、安保理を中心とする集団安全体制を取 り替えるのでは
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ない。そして、取 り替える可能性もない。ICJの 司法審査は法の分野に属され、安保理の集団安

全保障体制は政治の分野に属される。法の活動と政治の活動はともに国際社会の法需要である。

国際法の実現 という大きな共通の目標においては、安保理が集団安全保障体制を発動する際の合

法性 ・違法性を、ICJが 司法審査をもって担保 し監督す るが、法の活動が政治の活動を取 り替え

る可能性が現行国際法上にはその可能性と必要性は推論できない。

結 語

1.同r係 争事件における安保理 とICJの 機能、両者のあるべき機能区分、いわゆる役割分担とい

うのは、国際法の新 しい問題でもあり、また国連システム ・憲章(法)シ ステム制定当初未解決のま

まの問題でもある。この未解決の状態は国連 システム ・憲章(法)シ ステム内の機能不全を引き起こ

すことが考えられる。同一係争事件における安保理とICJの 機能区分 または役割分担の混同はこの機

能不全の体現である。

2.同 「係争事件 における安保理 とICJの 機能区分または役割分担の混同とい.う問題は国際法の従

来の法構造に規定され、また当然にこの問題の進展および解決はいずれも従来の国際法の法構造に関

わる。国際紛争の平和的解決における安保理とICJの あるべき役割を分担し、それを国際法化にすれ

ば、まず国際法の根本に触れる。それは国際法の法と政治との緊密な一体性をどれだけ克服できるか

のことになる。この克服は国際法の法的制御の実現を決める一方で、 この一体性を前提条件にして国

際法の法的制御を実質的に実現させる必要がある。

一連の係争事件に提起された安保理 とICJの 健全な関係、 とくにロッカ ビー事件に提起 されたICJ

の司法審査 という法需要のように、 もし司法機関(例 えば、ICJ)の 司法審査を新しい法機能として

国際法システムに付けると、憲章の 「国際憲法」および憲法 システムの国際法 という可能性、国際法

に国連機関の行為の合法性という価値、および司法審査の限界など国際法の法的性質、あるべき法機

能と法使用のテクニ ックという一連の重要な問題が生 じて くる。 これらの問題の解明 ・解決は今後の

国際法の新 しい法発展を進めることができる。

3.同 一紛争事件における安保理 とICJの 役割分担およびその問題 に惹起されたICJの 司法審査な

どの問題は、国際法の 「法の欠缺」を指摘 している。安保理の決議の合法性、ICJの 司法審査は国際

法の根本的な問題一民主主義と国際法制度の性質を問っている。 これらの問題の解決済みの国内法、

またはより完成度の高い国内法制度に比べれば、国際法の法 としての未熟、法の欠缺というのは依然

問題として残っている。

注 釈

(1)19921CJRep.3,QuestionsofInterpretationandApplicationofthe1971MontrealConven-

tionArisingfromtheAerialIncidentat:Lockerbie(LibyaArabJamahiriyav.United:King-

dom,LibyaArabJamahiriyav.UnitedStatesofAmerica).

(2)ThomasM.Franck,"銃 θ`Poω2劉soゾ 助 μ θoゼα'伽'」 佩 加Z∫ 伽 σZ励3α オθG%α γd伽oグ 乙W

L2gα 」づ吻?",AJIL,vol.86(1992),p.519.

(3)同 一 係 争 事 件 の 処 理 に お け る 安 保 理 とICJの 関 係 お よ び 国 際 法 シ ス テ ム の な か で 安 保 理 とICJ

の 関 係 と い う 問 題 に 対 す る 研 究 は 最 近 の 国 際 法 学 の 重 要 な ト ピ ッ ク ス で あ る 。 こ の 問 題 に 関 す る
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研 究 実 例 は 主 に 以 下 の 諸 例 が あ る: .Thor△asM.Franck,shpra算ote2;.R.ST.J.、M即donald,
"伽 π9吻R

召Zα伽 ∫∂θ鰡 θ渤 θ.碗27鰡 伽 αZC・ 魏(ゾ 加 惚 απ伽 θSθ ・π蜘C・ π鰡(ゾ 伽

.乙碗惚d 一く庸 ゼoηs",CanadianYearbook:oflnternatiollalLaw,vol.31(1993),pp.3-321.Vera

Gowlland-Debbas,"丁 舵1～ θ♂α渉ゼoηs勉ρ 加 オωθ召π'加1窺 θ7ηα'ゴoηαZCoπ γ孟qプノ初sあ62α ηdオ加Sθoπ 一.

吻 〃Co%ηc〃 勿 魏 θLづ ψ 渉qプ 跏 θ 五〇〇κ6γ∂ゴ6Cαsθ",AJIL,vol.88(1994),pp.643-677;Dapo

Akande,"Tlz21傭 θγπα'ゼo%α!Co%7渉qプ ノ磊s孟∫cθαπ4'舵Sθo%γ ¢瑠Co襯cゼ ゐ お 丁舵72Roo〃z/bγ"zθ

ノ磊4ゼcゼαZCo7z敵)Z(:ゾ1)2∫ ゼc疹oπ∫(:ゾ彦んθ∫わZ挧cα ♂0η α然(:ゾ オ加 乙肋π24翫 あoηs?",ICLQ,voL46

(1997),pp.30昏343;KeithHarper,`IDo召 ∫'加 乙勉伽d翫'ゼoηsSθoπ7疹 勿C6観cπ 血 肥 魏 θCo吻 θ一

'θηcθ'o/1c彦 αsCρ πγ孟αη4ゐ θgゼsZαオ伽 θ?撃,NY.Uni.J.ILP,vol.2マ(1994),ppユ03-157;Jose

E.Alvarez,"ノ 翩g勿g'孝132S2cπ γ吻 .Co吻cπ",AJIL,volgO(1996)別'ppユ 「39;Bernhard

Graefrathl"Lθ α刀窃o'舵Coπ γガW加 孟βθZoηgs'o`舵Coπ γか丁加 五∫勿 αCαsθ",EUR.J..1:し,vol.4

(1993),pp.184-198;杉 原 高 嶺 「同 「 紛 争 主 題 に 対 す る 安 全 保 障 理 事 会 と 国 際 司 法 裁 判 所 の 権 陵 」

同編.r紛 争轍 の甲際法』(旱 省堂・一九九七年)五 〇三匝;頏r

(4)国 際法1と国際政治 とξ)密接不可分性に関9て ・法社今学的な
.アブFト チで説明するρ)}ま・.廣瀬

和子説で.ある。.廣灘和子.r甲 際珠社会学』.(東京大学出版会・.一・れ九九年)二 ニー～二二四頁・
(5)こ.こ の 「自己言及的な法 システム」の理論構成ほ、:ル肖マンめ 「自己的シズデム理論」にょわ

国際法の法 と政治の密接不可分性 という問題に対する実証研究のためである。ルーマン著/土 方

透訳 『法社会学的観察』(ミ ネルヴァ書房、二〇〇〇年).亠 ○～一九頁。

(6) .石本泰雄 「国際法ρ構造転換」高野雄一綿《国際関係法の課題》(有 斐閣・一九八八年).八頁。

(7)杉 原高嶺 .「国際裁判の機籠的刮約論の展開」.国際法外交雑誌九六巻四.・五号・71五マ頁6
.(8)19621CJReや.49,Certaine文penses6ftheUnitedNatio且s(Article17,paragraph2,0fthe

Charter),AdvisoryOpi皿ionof20July1962.

(9)ibid,pユ76.

(10)ibid,p.189,JlPercySpehder,sep.op、 こ の ケ ー ス で 言 及 さ れ たICJの 司 法 審 査 は た だsoftで 、

厳 格 で は な い 審 査 と し て 提 起 さ れ る 。.

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

ibid,p.181。
.19781CJR

ep.62,AegeanSeaContinentalShelfCase.(Greece.v.Turkey),

.ibid,p.10.

ibid,P.3.

ibid,p.12.

19801CJRep.64,CaseConcerhingUnitedStatesDiplomaticandConsularStaffinTehran

(UhitedS七atesofAm6ricanv.Iran).

(17)ibid,p.3..

(18)19841CJRep.70,CaseConcerning..MilitaryandParamihtaryActivitiesinandAgainst

Nicaragua,(Nicaraguav.UnitedStatesofAmerica).

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

ibid,p.46.

ibid,P.46.

ibid,P.47.

supra.n6te1.

ibid,ICJの 司 法 審 査 権 と い う ロ ッ カ ビ ー 事 件 の 際 の 判 事 た ち の 法 発 見 は 、 と く に 以 下 の 判 事
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た ちの 意 見 に お いて な さ れ て い る:Sep.、Opi.J.Koolimans,Sep.Opi.J.Rezet,Diss.Opi.J.

PresidentSchwebel,JointDdec.J.GuillaumeandJ.Fleischhauer,Dec.J.Herczegh,Dis.Opi.

J.Oda,Dis.Opi.J.RorbertJenning.

(24)supranote1,at19-22,paras.46-51.

(25)実 際 に も ロ ッカ ビー 事 件 の 第 一 段 階 に お け るICJの 、 原 告 の 仮 保 全 の訴 求 を却 下 す る判 断 は 当

裁 判 所 規 定 第 七 九 条 に基 づ いて な「され た の で あ る。ibid,at20,para47.

(26)ICJの 訴 訟 開 始 後 に第 三 者 、 と りわ け ロ ッカ ビー 事 件 の よ うな 国 際 組 織 一 裁 判 所 と同等 の地 位

に あ る 国 際組 織 の 関与 が 訴 訟 の 進行 に対 す る影 響 と い うの を 、 国 際 法 の 法現 象 と して研 究 す べ き

で あ る。 こ の ア プ ロ ー チか らロ ッカ ビー事 件 の 問 題 所 在 を 分 析 す る必 要 が あ る。

(27)国 連 決 議 が ロ ッカ ビー 事 件 の 訴 訟 進 行 を 阻止 した こ と にICJ判 事 の な か で 一 番 明 確 に強 く批 判

した の は、GuiliaumeandFlei6chhauerで あ る。supranote23.

(28)国 際 法 体 系 の 中 で諸 法 規 範 の 関係 と い う問 題 に対 して、 い ま まで周 到 な研 究 はな され て い な い。

国連 憲 章 を 基 本 法 と して、 条 約 を特 別 法 と しで理 解 す るの は、 ロ ッカ ビー 事 件 の 判 事Schwebe1

4)反 対 意 見 が そ の一 例 で あ る。supranote23.

(29)ロ ッカ ビー事 件 で安 保 理 決議 が 当事 件 の 当 事 者 間 の条 約 わ よび そ の 条約 に決 め られ る当事 者 の

権 利 ・義 務 を超 え る、 と明 確 に表 明 、した の は、 判事 の翫hwebe1で あ る。supranote23.・

(30)杉 原 高 嶺 、 前 掲 論 文 注3五 〇 五 飼五 〇 六 頁 。

(31)R.ST.J.Macdonald,supranote3,p.5.

(32)法 過 程 と政 治 過 程 を峻 別 す る意 義 は、 法 と政治 との 基 本 的 な 区別 に よ る。 一 方 、 法 過 程 を政 治

過 程 と捉 え る の もあ る。 例 え ば 、 宮 澤 節 生 『法 過 程 の リア リテ ィ』(信 山社 、一 九 九 八 年)ニ ー

～ 二 六 頁
。 確 か に、 法 過 程 の展 開 に は権 力 は必 要 な要 素 で は あ るが 、 「法 治 」 とい う理 念 に お け

る法 と政 治 の基 本 的 な 区 別 と同様 に、 法 過 程 と政 治 過 程 は基 本 的 に は違 う。

(33)VeraGowlland-Debbas,supranote3,p.670.

(34)19921CJ.Rep.,Lockerbie,at22,134(Ni,J.,Declaration),at34,144(Bedjaoui,J。,Declara.

tion).

(35)19841CJRep.,NicaraguaJurisdiction,at434-435.

(36)法 と政 治 の 基本 的 な 区別 は、 法 とい う もの を認 識 す るた め の重 要 な 内容 とな って い る。 法 の 概

念 と も言 え る。 ラ ー トブ ル フ/碧 海 純 一 訳 『法 学 入 門 』(東 京 大 学 出版 会 、 一 九 七 八 年)一 〇 ～

三 八 頁 を参 照 、 ほか に大 西 芳 雄 『法 学 ノ ー ト』(法 律 文 化 社 、 一 九 八 五 年)四 〇 ～ 四三 頁 を参 照 。

,ICLQ,

vo1.17(1968),PP.58-84.

(42)HansKelsen,丁 肋 五α脚 弗 んθ翫 舵4翫'伽 ∫酒Cγ 伽 αMη 吻sゼ∫の 孟sF観4α 鯛翩 α♂P励 一

Z2〃zs,(HarvardUniversityPress,1951),p.294.

(43)総 会 決 議 は そ の形 式 と性 質 か らい ～えば ソ フ ト ・ロ ー と 同様 な 性 質 が あ る、 と言 え る。 国連 総 会
』決 議 を ソ フ ト ・ロー と して 認識 す る の は、 例 え ば、 廣 瀬和 子 、 前 掲 書 『国 際法 社 会 学』 二 二 七 頁 、

が あ る。

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

R.ST.J.Macdonald,supranote3,p.12.

ibid,p.14.

DapoAkande,supranote3,p.318.

GeoffreyR・watson・ 、supranote3・P・31・

RosalynHiggins,"Po♂ 抛 〃Coηsゼ(Zε7α 扼oηsα η4飾 θ1窺 θγηα'加 ηαZノ 初読c毎ZP706θss"
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(44)「 司 法 審 査 」 に 関 す る裁 判 官 の 諸 意 見 は と り わ け ロ ッ カ ビ ー 事 件 に お い て 鮮 明 で あ っ た 。 裁 判

官 の 諸 意 見 の 作 用 を ヴ 種 の 「司 法 審 査 」 だ と 評 価 して い る の が あ る 。JoseE.Alvarez,supra

note3,PP.28-29.

(45)こ の よ う な 問 題 を 意 識 し た の は 、 例 え ば 杉 原 高 嶺 、 前 掲 論 文 注3五 〇 四 頁 、 で あ る 。

(46)安 保 理 に対 し て 、 司 法 裁 判 所 が 自分 の 有 す る 同 格 の 管 轄 権 を 主 張 し た の は 、 ニ カ ラ グ ァ 事 件 と

ロ ッ カ ビ ー 事 件 で あ る。 ニ カ ラ グ ァ事 件 は 被 告 を 相 手 に し て 裁 判 所 が 主 張 した の で あ る 。 ロ ッ カ

ビ ー 事 件 は 間 接 的 に 安 保 理 を 相 手 に し て 裁 判 所 が 主 張 し た の で あ る。

(47)例 え ば 、JoseE.Alvarez,supranote3,p.22.は そ の 一 例 で あ る。

(48)R.ST.J.Mac40nald,supranote3,p.15,p.17.

(49)国 際 紛 争 の 平 和 的 解 決 に 司 法 機 関 の 回 避 を 問 題 と感 じ て 、 .回避 ど こ ろ か 、 安 保 理 が 司 法 裁 判 所

に も っ と 司 法 活 動 の 空 間 を 提 供 す べ き だ と強 調 し て い る 。DapoAkande,supranote2

("TheInternationalCourtofJusticeandtheSecurityCouncil:IsThereRoomforJudicial

ControlofDecisionsgfthePoliticalOrgansoftheUnitedNations?")

(50)VeraGowlland-Debbas,supranote3,p.654.ま た 、 国 際 司 法 裁 判 所 の 「司 法 保 全 」 を さ ら に

そ の 「司 法 過 程 の 保 全 」(theintegrityofthej亘dicialprocess)と 明 確 に し て い る 。R.ST.J.

Macdonald,supranote2,p.6.

(51)こ の よ う に 認 識 す る の は 、 い くつ か の 例 が あ る:VeraGowlland-Debbas,supranote3,

P.655;R.ST.J.Macdonald,supranote3,P.12;JoseE.Alvarez,supranQte3,P.22;ScottS.

Evans,"丁 毎θLocκ ∂∫θ1フzc認θ7zオCα∫2r五 ゼ∂〃α一S1)oクzso72dTθ γm万sηz,ノ 初4ゼ擁αZ1～θ面θω,α フz4Po廨 ∫一

cαZ(吻sオ 乞oηDocオ γ勿 θ",Md.J.Int'1..Trade,vol.21(1994),p.20.

(52)MatthiasJ.Herdegen,"丁 加`Co競 伽'伽 読 篇 伽'oゾ 魏 θ 叨VSθcπ7吻S嫗 θ物",Vand.J.

Trnsnat,1:L.,vol.27(1994),pp。135-162;ほ か に 、 国 連 憲 章 は 国 内 法 の 憲 法 に 類 似 す る と 指 摘 す

る の はThomasM.Franck,supranote2,p.520が あ る 。 そ し て 、 明 確 に 国 連 憲 章 と 国 際 司 法

裁 判 所 の 規 程 を 憲 法 的 な 性 格 が あ る と 、 理 解 す る の が あ る。GeoffreyR.Watson,supranote3,

P.3.

(53)W.MichaelReisman,"TheConstitutionalCrisisin七heUnitedNations",AILJ,vol.83

(1993),pp.83-101.

(本 学 国 際 学 部 非 常 勤 講 師)
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